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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  インクジェット印刷ヘッドフロントフェースのためのコーティングであって、このコー
ティングは、３００℃まで加熱したとき、約１５％未満の重量損失によって示される高い
熱安定性を有する撥油性低接着性コーティングを含み、紫外線（ＵＶ）ゲルインクの液滴
または固体インクの液滴は、硬化後の前記コーティング表面に対し、約４５°を超える接
触角と、約３０°未満の滑り角を示し、前記コーティングは、少なくとも２００℃の温度
に少なくとも３０分間さらした後に、前記接触角および滑り角を維持し、前記コーティン
グは、拭き取り回数２０００回後に、液垂れ圧を少なくとも５水柱インチに維持する、コ
ーティング。
【請求項２】
  前記コーティングが、
  １３０℃～１５０℃の範囲の温度で３０分～２時間の間、第１の硬化処理と、
  ２５０℃～３００℃の範囲の温度で１５分～６０分の間、第２の硬化処理と、にさらさ
れた後、前記コーティングが、ＵＶゲルインクの液滴または固体インクの液滴について、
撥油性低接着性コーティング表面に対して約４５°を超える接触角を示す、請求項１に記
載のコーティング。
【請求項３】
  前記コーティングが、室温から、１３０℃～１５０℃の範囲の温度まで、１℃～１０℃
／分の加熱速度で加熱し、この温度で３０～１２０分間維持し、次いで、２５０℃～３０
０℃の温度まで、１℃～１０℃／分の加熱速度で加熱し、この温度で１５～６０分間維持
する昇温硬化処理にさらされた後に、前記コーティングが、ＵＶゲルインクの液滴または
固体インクの液滴について、撥油性低接着性コーティング表面に対して約４５°を超える
接触角を示し、３０°よりも小さな滑り角を示す、請求項１に記載のコーティング。
【請求項４】
  前記撥油性低接着性コーティングが、
  第１のイソシアネート化合物と、
  ヒドロキシル官能化ペルフルオロポリオキシアルカン架橋材料と、を含む、請求項１に
記載のコーティング。
【請求項５】
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　前記第１のイソシアネート化合物は、ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアネート
（ＭＤＩ）、２，４－トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）、ヘキサメチレン－１，６－
ジイソシアネート（ＨＤＩ）、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、水素化ジフェ
ニルメタン－４，４’－ジイソシアネート（Ｈ１２ＭＤＩ）、テトラ－メチルキシレンジ
イソシアネート（ＴＭＸＤＩ）、ナフタレン－１，５－ジイソシアネート、シクロヘキシ
レンジイソシアネート、２，２，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、２，
４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネートのうちから少なくとも１つ選択され
る、請求項１に記載のコーティング。
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